
業を営み事業規模が類似する法人の役員に対する給与
の支給状況等に照らして、当該役員の職務に対する対
価として相当であると認められるかどうかを判定するも
のです（同70条1号イ参照）。
一方、「形式的判定基準」とは、定款の規定または株
主総会等の決議により限度額や算定方法等が定められ
ている役員に対して支給した給与の合計額が、その限
度額や算定方法等により算定された額等の合計額を超
えるかどうかを判定するものです（同号ロ参照）。

３．類似法人との比較が必要だが難しい
このように、一応、法令上「不相当に高額」かどうか
の判断基準が設定されてはいますが、特に、「実質的判
定基準」による判定には困難が伴うことが少なくありま
せん。上述のとおり、実質的判定基準では、当該法人
の役員の職務内容や収益のほかに、同種事業かつ類似
事業規模の法人における役員給与の支給状況が考慮要
素として掲げられており、納税者がこのような“同業類
似法人”の情報を入手して比較検討を行うことは非常に
困難です。そもそも、同業類似法人をどのように、何
社選定するのか等について明確な基準もありません。
　
過大役員給与かどうかの論点は、課税庁との見解の
相違が解消されず、訴訟に至るケースも珍しくありませ
ん。それだけ難しい判断ですので、役員給与額の決定
や増額等については、専門家へ事前相談が必須といえ
るでしょう。

役員の給与額が高額すぎると損金に算
入できないことがあると聞きました。高
額かどうかはどのように判断されるので

しょうか。

1．不相当に高額な部分は損金不算入
法人税法では、定期同額給与、事前

確定届出給与、業績連動給与以外の役
員給与の額を損金の額に算入しないこととされていま
す（法人税法34条1項）。
逆に言えば、これらの給与に該当する役員給与の額

は損金の額に算入されることになりますが、注意が必
要なのは、これらの給与に該当する場合であっても、
当該役員に支給した給与の額のうち「不相当に高額な
部分の金額として政令で定める金額」については、損
金の額に算入しないこととされている点です（同法34
条2項）。

２．実質基準と形式基準で判定
この「不相当に高額な部分の金額として政令で定め

る金額」とは、
①実質的判定基準による超過額と形式的判定基準によ
る超過額のうちいずれか多い金額と、

②使用人兼務役員に支給した使用人分賞与のうち、他
の使用人に対する支給時期と異なる時期に支給した
ものの額

の合計額をいいます（法人税法施行令70条参照）。

このうち、①の「実質的判定基準」とは、役員給与の
額について、その役員の職務内容、当該法人の収益、
使用人に対する給与の支給状況、当該法人と同種の事
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過大な役員給与の損金不算入
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　真鍋 亮平

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

税務Q&A 自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化について
危機管理
情報室

道路交通法の改正により、全ての自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となりま
した（令和５年４月１日～）。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう！

頸部4人
（6%）

胸部6人
（9%）

顔部2人
（3%）

その他15人
（23%）

ヘルメットは正しく着用しましょう!

頭部37人
（58%）

0.50

0.10

着用（%）  非着用

0.37

0.00

約4倍

自転車乗車中死者の人身損傷主部位
（平成30年から令和4年までの累計・福岡県）

ヘルメット着用状況別の致死率
（平成30年から令和4年までの累計・福岡県）
（注）「致死率」とは、死傷者に占める死者の割合

非着用の場合、着用時に比べ自転車事故に
おける致死率が約4倍高まります。

自転車事故で亡くなられた方の
約6割が頭部に致命傷を
負っています。大人も子供も頭
部の保護が重要です！

頭のサイズに合ったものを選びましょう!
先端はまゆ毛の上辺りに合わせて水平に!
あごひもは、指が1～2本入る程度に調整!

命を守るヘルメットを着用しましょう！

福岡県警察本部 交通企画課　TEL：092-641-4141
HP ：http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.html

お問い合わせ先
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